
 

１．介護保険内：（基本単位×介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合）  

（１）看護師の訪問について                       地域単価 1 単位＝１０．８４円 

サービス内容 

訪問看護 介護予防訪問看護 

備考 単位／回 

(点) 

金額／回 

(円) 

単位／回 

(点) 

金額／回 

(円) 

２０分未満 ３１３ ３，３９２ ３０２ ３，２７３ ※1 

３０分未満 ４７０ ５，０９４ ４５０ ４，８７８  

３０分以上１時間未満 ８２１ ８，８９９ ７９２ ８，５８５  

１時間以上１時間３０分まで １，１２５ １２，１９５ １，０８７ １１，７８３  

＊ 准看護師の訪問看護は所定単位数の９０/１００の算定となります。 

 

（２）リハビリスタッフの訪問について 

サービス内容 

訪問看護 介護予防訪問看護 

備考 単位／回 

(点) 

金額／回 

(円) 

単位／回 

(点) 

金額／回 

(円) 

２０分 ２９３ ３，１７６ ２８３ ３，０６７  

４０分 ５８６ ６，３５２ ５６６ ６，１３５  

６０分 ７９２ ８，５８５    

＊ 週に１２０分以内の訪問となります。 

 

（３）加算について 

サービス内容 単位／回 

(点) 

金額／回 (円) 備考 

初回加算 ３００ ３，２５２ ＊併用不可 

※2・3 退院時共同指導加算 ６００ ６，５０４ 

早朝・夜間加算 基本単位の２５％増 各２５％ 増 各２５％ 増 ※4 

深夜加算 基本単位の５０％増 各５０％ 増 各５０％ 増 ※4 

緊急時訪問看護加算 ５７４ ６，２２２ ※5・6・10 

特別管理加算（Ⅰ） ５００ ５，４２０ 
※6・7・8・10 

 特別管理加算（Ⅱ） ２５０ ２，７１０ 

看護・介護職員連携強化加算 ２５０ ２，７１０ ※9 

ターミナルケア加算 ２０００ ２１，６８０ ※10・11 

長時間訪問看護加算(1 時間 30 分以上) ３００ ３，２５２ ※7 

複数名訪問加算（Ⅰ） 

(30 分未満/30 分以上） 
２５４／４０２ ２，７５３／４，３５7 

※12 
同時に看護師等との訪問 

複数名訪問加算（Ⅱ） 

(30 分未満/30 分以上） 
２０１／３１７ ２，１７８／３，４３６ 

※12 
同時に看護補助者との訪問 

＊ 利用料金の総合計端数は、小数点以下切り捨てとなります。 

 

 

 

※１ 利用者に対し、週１回以上２０分以上の訪問看護を実施していることと、利用者の連絡に応じ

て、訪問看護を２４時間行える体制である時に算定されます。 

※２ 新規に訪問看護計画書を作成して利用を開始した場合に算定されます。また区分変更（要

介護→要支援、要支援→要介護）に変更があった場合にも算定します。 

※３ 退院に当たり、当該者又はその看護にあたっている者に対し主治医・その他の職員と共同し、

在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合、初回訪問日に算



定します。 

※４ サービス提供時間：夜間とは１８時～２２時・早朝とは６時～８時・深夜とは２２時～６時の提供

時間のことです。 

※５ 緊急時訪問看護加算の契約をいただく方には、専用の電話番号をお知らせしますので、２４

時間電話連絡が可能です。状況に応じて夜間や早朝、休日の緊急訪問にも対応します。 

※６ 計画外の緊急訪問を行った場合は所要時間に応じた所定単位を算定。一月のうち２回以降

には、早朝・夜間・深夜加算がつきます。 

※７ 長時間訪問看護加算は特別管理加算対象者に限り算定します。１回の訪問時間が１時間

30 分以上の場合、所定のサービス費に上記単位数を加算します。 

※８ 特別管理加算はⅠ、Ⅱに分かれていますが、算定される場合はその都度担当よりご説明させ

ていただきます。 

※９ 看護職員が介護員等に対し、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の

対応についての助言を行うとともに介護員等に同行し、利用者の居宅において実施状況を確

認した場合又は利用者に対する安全なサービス提供体制整備、連携体制確保の為の会議に

出席した場合に算定します。 

※10 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナル加算は、区分支給限度基準内単位数

には含まれません。 

※11 死亡日及び死亡日前 14 日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状

態にある者に対して訪問看護を行っている場合にあっては１日）以上ターミナルケアを実施し

た場合（ターミナルケアを行った後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場合を含みます。）に

算定します。（主治医との連携の下に、ターミナルケアに関わる計画及び支援体制を利用者

様及びご家族様に対し説明・同意を得て実施します。） 

※12 複数名訪問加算は利用者の身体的な理由などにより 1 人の看護師等による訪問看護が困

難と認められる場合に、利用者様やご家族様の同意を得た上で加算します。 

 

２．介護保険給付とならない場合の利用料 

サービス提供時間が、９０分を超える場合（３０分毎） 

           ※特別管理加算対象者を除く 
５，０００円 

要介護度別居宅介護サービス支給限度額を超えてしまう場合 超過分は全額自己負担 

 



＠（あっと）訪問看護ステーション 料金表 医療保険の場合 
 

 
 
 

訪問看護利用料 

※指定訪問看護は、主治医が訪問看護の必要性を認めた方に、主治医の交付した訪問看護指示

書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護を提供します。 

介護保険の適応でない方、介護保険の要介護認定者でも末期悪性腫瘍及び急性増悪等時に

訪問看護の提供を行います。 

※介護保険の要介護認定者に対する訪問看護療養費の給付 

医師より急性増悪により頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示が出ている場

合、一月につき、指示の日から１４日を限度として、医療保険の訪問看護適応となります。 
 

サービス内容 料金 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費

（
Ⅰ
） 

イ）看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士（ハ

を除く） 

週３日まで 5,550 円 

週４日目以降 6,550 円 

ロ）准看護師 
週３日まで 5,050 円 

週４日目以降 6,050 円 

ハ）悪性腫瘍利用者の緩和ケア又は褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀

胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 ※2 
１日につき 12,850 円 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
（
Ⅱ
） 
※
１ 

イ）看護師・理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士(ﾊを除く) 

同一日に２人 
週３日まで 5,550 円 

週４日目以降 6,550 円 

同一日に３人以上 
週３日まで 2,780 円 

週４日目以降 3,280 円 

ロ）准看護師 

同一日に２人 
週３日まで 5,050 円 

週４日目以降 6,050 円 

同一日に３人以上 
週３日まで 2,530 円 

週４日目以降 3,030 円 

ハ）悪性腫瘍利用者の緩和ケア又は褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀

胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 ※2 
１日につき 12,850 円 

訪問看護基本療養費Ⅲ （外泊中の訪問） 8,500 円 

難病等複数回訪問加算 
２回/日 4,500 円 

３回以上/日 8,000 円 

緊急訪問看護加算 １日につき 2,650 円 

長時間訪問看護加算（１回の訪問が９０分を超えた場合） 週１日 5,200 円 

複
数
名
訪
問
看
護
加
算 

看護職員＋看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 週１日 ※3 4,500 円 

看護職員＋准看護師 週１日 ※3 3,800 円 

看護職員＋その他職員（看護師等又は看護補助者） 

週３日 ※4 3,000 円 

１回/日 ※5 3,000 円 

２回/日 ※5 6,000 円 

３回以上/日 ※5 10,000 円 

夜間・早朝訪問看護加算 １回 2,100 円 

深夜訪問看護加算 １回 4,200 円 

 



サービス内容 料金 

機能強化型訪問看護療養費１ 
月の初日 12,830 円 

２日目以降 3,000 円 

機能強化型訪問看護療養費２ 
月の初日 9,800 円 

２日目以降 3,000 円 

機能強化型訪問看護療養費３ 
月の初日 8,470 円 

２日目以降 3,000 円 

訪問看護管理療養費（機能強化型以外） 
月の初日 7,440 円 

２日目以降 3,000 円 

２４時間対応体制加算 一月につき 6,400 円 

特別管理加算 
重症度の高いもの ※6 一月につき 5,000 円 

その他 一月につき 2,500 円 

退院時共同指導加算 ※7 １回/月 ※8 8,000 円 

退院支援指導加算 退院日の翌日以降、初日の訪問日※9 6,000 円 

在宅患者連携指導加算 １回/月 3,000 円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回まで） １回 2,000 円 

訪問看護情報提供療養費 １回/月 1,500 円 

訪問看護ターミナルケア療養費１ 

在宅、指定特定施設、指定認知症対応

型共同生活介護事業所若しくは特別老

人ホーム等のご利用者様 

25,000 円 

訪問看護ターミナルケア療養費２ 
特別養護老人ホーム等で看取り介護加

算等を算定しているご利用者様 
10,000 円 

 ※１ 同一建物居住者 

 ※2  緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師、又は特定行為研修

を終了した看護師が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合（医師が訪問看護指示料の手順

書加算を算定する利用者）、月１回、更に 2,500 円加算されます。 

 ※3 ①特掲診療料の施設基準等別表第 7 に掲げる疾病等の利用者 

  ②特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる利用者 

 ③特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている利用者 

 ④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる利用者 

 ※4 ④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる利用者 

 ⑤利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる利用者 

 ⑥その他利用者の状況等から判断して、①～⑤のいずれかに準ずると認められる利用者 

 ※5 ①特掲診療料の施設基準等別表第 7 に掲げる疾病等の利用者 

  ②特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる利用者 

 ③特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている利用者 

 ※6 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者、又は気管

カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある利用者 

 ※7 特別管理加算が算定できる状態等にある場合には、特別管理指導加算として、更に 2,000 円加算されます。 

 ※8 厚生労働大臣が定める疾病等利用者については２回まで加算されます。 

 ※9  １５歳未満の超重症児又は準超重症児、別表第８に掲げる者、特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受け

ている者に長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合、８，４００円加算されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

例として 週１回、月４回の訪問（訪問看護基本療養費Ⅰ+訪問看護管理療養費） 

       5,550 円×4 日+7,440 円（初日）+3,000 円（2 日目以降）×3 日＝38,640 円 

    １割 3,860 円  ２割 7,730 円  ３割 11,590 円 

 

（１）後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 

一般の方 訪問看護に要する費用の１割 

一定以上の所得の方 訪問看護に要する費用の３割   

※その他各種保険の場合は、各保険に基づいて請求いたします。 

※医療保険の定める報酬に基づいて負担額を請求いたします。 

 

（２）長時間訪問看護サービス 

   ◎特別管理加算を算定される利用者様又は特別訪問看護指示書を受けている利用者様は、

90 分の訪問を行った場合、週に 1 回に限り長時間訪問看護加算の対応になります。 

１）医療保険のサービス提供時間が、週のうち１日が２時間を超える場合は、別途料金がかかり

ます。 

０８：４５～１７：４５   ３０分毎   ５,０００円 

１７：４６～２１：５９   ３０分毎   ７,５００円 

２２：００～０５：５９   ３０分毎 １０，０００円 

０６：００～０８：４４   ３０分毎  ７，５００円 

２）医療保険のサービス提供時間が、週のうち２日目以降が９０分を超える場合は、２日目以降

１訪問ごとに別途料金がかかります。 

０８：４５～１７：４５   ３０分毎   ５,０００円 

１７：４６～２１：５９   ３０分毎   ７,５００円 

２２：００～０５：５９   ３０分毎 １０，０００円 

０６：００～０８：４４   ３０分毎  ７，５００円 

【別表第 7】 

・末期の悪性腫瘍  ・多発性硬化症  ・重症筋無力症  ・スモン  ・筋萎縮性側索硬化症 

・脊髄小脳変性症  ・ハンチントン病  ・パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底

核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度が

Ⅱ度又はⅢ度のものに限る。）  ・多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・

ドレーガー症候群）  ・プリオン病  ・亜急性硬化性全脳炎  ・ライソゾーム病  ・副腎白質ジス

トロフィー  ・脊髄性筋萎縮症  ・球脊髄性筋萎縮症  ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎  ・後天性

免疫不全症候群  ・頚髄損傷  ・人工呼吸器を使用している状態 

【別表第８】 

1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カ

ニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 

2 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管

理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼

吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 

3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 

4 真皮を越える褥瘡の状態にある者 

5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しているもの 

【厚生労働大臣が定める疾病等】 

・末期の悪性腫瘍  ・多発性硬化症  ・重症筋無力症  ・スモン  ・筋萎縮性側索硬化症 

・脊髄小脳変性症  ・ハンチントン病  ・パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底

核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度が

Ⅱ度又はⅢ度のものに限る。）  ・多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・

ドレーガー症候群）  ・プリオン病  ・亜急性硬化性全脳炎  ・ライソゾーム病  ・副腎白質ジス

トロフィー  ・脊髄性筋萎縮症  ・球脊髄性筋萎縮症  ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎  ・後天性

免疫不全症候群  ・頚髄損傷  ・人工呼吸器を使用している状態 



３）医療保険のサービス提供時間が、退院当日（退院支援日）で９０分を超える場合は、別途

料金がかかります。 

０８：４５～１７：４５   ３０分毎   ５,０００円 

１７：４６～２１：５９   ３０分毎   ７,５００円 

２２：００～０５：５９   ３０分毎 １０，０００円 

０６：００～０８：４４   ３０分毎  ７，５００円 

   ◎特別管理加算又は特別訪問看護指示書が無い利用者様 

１）医療保険のサービス提供時間が、１訪問に付、９０分を超える場合は、別途料金がかかりま

す。 

０８：４５～１７：４５   ３０分毎   ５,０００円 

１７：４６～２１：５９   ３０分毎   ７,５００円 

２２：００～０５：５９   ３０分毎 １０，０００円 

０６：００～０８：４４   ３０分毎  ７，５００円 

 

（３）夜間・早朝、深夜加算について 

＊夜間・早朝（６：００～７：５９・１８：００～２１：５９） 

＊深夜（２２：００～５：５９） 

※営業時間外（月～金の１７：４６～０８：４４、土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3））の訪問看護

サービスは、上記料金のほか、１訪問ごと別途５,０００円かかります。 
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